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１	 予算編成の前提となる経済情勢及び財政事情

（	1	）	 経 済 情 勢

	 	 28 年度の我が国経済をみると、アベノミ

クスの取組の下、雇用・所得環境が改善し、

緩やかな回復基調が続いている。ただし、年

度前半には海外経済で弱さがみられたほか、

国内経済についても、個人消費及び民間設備

投資は、所得、収益の伸びと比べ力強さを欠

いた状況となっている。政府は、デフレから

完全に脱却し、しっかりと成長していく道筋

をつけるため、28 年 8 月 2 日に「未来への投

資を実現する経済対策」（以下「経済対策」とい

う。）を取りまとめた。雇用・所得環境の改善

が続く中、経済対策等の効果もあって、景気

は緩やかに回復していくことが見込まれる。

物価の動向をみると、これまでの原油価格の

下落の影響等により前年比で伸びが低下して

いる。この結果、28年度の実質国内総生産（実

質ＧＤＰ）成長率は 1.3％程度、名目国内総生

産（名目ＧＤＰ）成長率は 1.5％程度と見込ま

れる。また、消費者物価（総合）は 0.0％程度

になると見込まれる。

	 	 29 年度の我が国経済は、経済対策など、

既定の諸施策の推進等により、雇用・所得環

境が引き続き改善し、経済の好循環が進展す

る中で、民需を中心とした景気回復が見込ま

れる。物価については、景気回復により、需

給が引き締まっていく中で上昇し、デフレ脱

却に向け前進が見込まれる。この結果、29

年度の実質ＧＤＰ成長率は 1.5％程度、名目

ＧＤＰ成長率は 2.5％程度と見込まれる。ま

た、消費者物価（総合）は 1.1％程度の上昇と

見込まれる。なお、先行きのリスクとしては、

海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の

影響等に留意する必要がある。（付表 12「平

成 29 年度経済見通し主要経済指標」参照）

（	2	）	 財　政　事　情

	 	 我が国財政は、28 年度補正（第 2 号）後予

算では公債依存度が 37.2％にも及び、国・地

方合わせた長期債務残高が 28 年度末におい

て主要先進国中最悪の水準である対ＧＤＰ比

209％程度となる見込みであるなど、極めて

深刻な状況にある。こうした厳しい財政事情

の下、政府としては、32 年度までのＰＢ黒

字化目標の達成に向けて、「経済財政運営と

改革の基本方針 2015」（27 年 6 月 30 日閣議

決定）において、「経済・財政再生計画」を策

定した。さらに、27年末に改革工程表を策定、

28 年末にはこれを改定し、計画期間（28 ～

32 年度）における各歳出分野の改革の具体的

内容や実施検討時期を明らかにした。また、

計画の中間時点である 30 年度において、歳

出改革の進捗状況を評価することとしてお

り、必要な場合は、デフレ脱却・経済再生を

堅持する中で、歳出、歳入の追加措置等を検

討し、32 年度の財政健全化目標を達成する

こととしている。

２	 29 年度予算編成の基本的考え方

	 	 29 年度予算編成に当たっては、「平成 29 年

度予算編成の基本方針」（28 年 11 月 29 日閣議

決定）に基づき、次のような基本的考え方に立っ

て編成することとした。（以下「平成 29 年度予

算編成の基本方針」（全文は〔参考〕に掲載）から

の抜粋を基本としている。）

（	1	）　29 年度予算編成に向けては、これまで

にも増して、構造改革は無論として、金融政

策に成長指向の財政政策をうまく組み合わせ

ることに留意する必要がある。財政健全化へ

の着実な取組を進める一方、一億総活躍社会

の実現のための子育て・介護や成長戦略の鍵
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となる研究開発など重要な政策課題につい

て、必要な予算措置を講じるなど、メリハリ

の効いた予算編成を目指す。

（	2	）	 一億総活躍社会は、実現段階に入る。誰

もが自分の夢を追求できる、誰もが自分の能

力を伸ばしていく、誰にも居場所があって頑

張っていける、そういう気持ちになれる日本

を創りあげるため、アベノミクス「新・三本

の矢」に沿って、その取組を加速する。また、

東日本大震災、熊本地震をはじめ、各地の災

害からの復興や防災対応の強化を着実に進め

る。

（	3	）	 29 年度予算は、「経済・財政再生計画」

の 2年目に当たり、同計画に掲げる歳出改革

等を着実に実行する。改革工程表を十分踏ま

えて歳出改革を着実に推進するとの基本的考

え方に立ち、その取組を的確に予算に反映す

る。また、予算編成に当たっては、我が国財

政の厳しい状況を踏まえ、引き続き歳出全般

にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進す

る。地方においても、国の取組と基調を合わ

せ徹底した見直しを進める。

（	4	）	 歳出改革は、経済再生と財政健全化に資

するよう、ワイズスペンディングの考え方に

立って、「公的サービスの産業化」、「インセ

ンティブ改革」、ＩＴ化などの「公共サービス

のイノベーション」という 3 つの取組を中心

に着実に推進する。引き続き、行政事業レ

ビュー等を通じて各府省の取組を後押しする

とともに、「見える化」の徹底・拡大に取り組

む。また、ＰＤＣＡサイクルの実効性を高め

るため、点検、評価自体の質を高める取組が

重要であり、指標や分析のオープンデータ化

を積極的に進めるとともに、政策効果の測定

につながる統計等の充実や早期公表に努め

る。経済・財政一体改革推進委員会において

は、改革工程表に沿った諸改革の進捗状況を

検証する。

３	 29 年度一般会計予算の規模等

（	1	）　一般会計予算の規模

	 	 29 年度一般会計予算の規模は、974,547	

億円であって、28 年度当初予算額に対して

7,329 億円（0.8％）の増加となっている。

	 	 うち、一般歳出の規模は、583,591 億円で

あって、28 年度当初予算額に対して 5,305

億円 (0.9％ )の増加となっている。（付表1「平

成29年度一般会計歳入歳出予算の概要」参照）

（	2	）	 一般会計予算と国内総生産

（イ）	 一般会計予算の規模を国内総生産と対

比すると、次のようになる。

一般会計（Ａ） うち一般歳出（Ｂ） 国内総生産（Ｃ） （Ａ）／（Ｃ） （Ｂ）／（Ｃ）

（億円） （億円） （名目・兆円程度） （％程度） （％程度）

28　　　 年　　　 度 967,218 578,286 540.2 17.9 10.7

29　　　 年　　　 度 974,547 583,591 553.5 17.6 10.5

29 年度の対前年度伸率 0.8％ 0.9％ 2.5％程度 ― ―

（注）	 1		 28 年度の（Ａ）欄及び（Ｂ）欄は、当初予算の計数である。

	 2		 28 年度及び 29年度の（Ｃ）欄は、29年度政府経済見通しによる。（28年度は実績見込み、29年度は見通し）

（ロ）	 なお、29 年度の政府支出の実質ＧＤ

Ｐ成長率に対する寄与度は、0.4％程度と

なる見込みである。

（	3	）	 一般会計歳入予算

（イ）	 租税及印紙収入は、現行法による場合、

28 年度当初予算額に対して 1,100 億円増

の 577,140 億円になると見込まれるが、個

人所得課税、法人課税等の税制改正を行う

こととしている結果、28 年度当初予算額

に対して 1,080 億円（0.2％）増の 577,120

億円になると見込まれる。

	 	 また、その他収入は、28 年度当初予算

額に対して 6,871 億円（14.7％）増の 53,729

億円になると見込まれる。

（ロ）	 29 年度における公債金は 28 年度当初

予算額を 622 億円下回る 343,698 億円で
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ある。

	 	 公債金のうち 60,970 億円については、	

「財政法」（昭 22 法 34）第 4 条第 1項ただし

書の規定により発行する公債によることと

し、282,728 億円については、「財政運営に

必要な財源の確保を図るための公債の発行

の特例に関する法律」（平 24 法 101）第 3 条

第 1 項の規定により発行する公債によるこ

ととしている。この結果、	29 年度予算の公

債依存度は 35.3 ％（28 年度当初予算

35.6％）となっている。

　（付表 2「平成 29 年度一般会計歳入歳出

予算経常部門及び投資部門区分表」参照）

（単位　億円）

1　租税及印紙収入

（１）	 現行法を 29 年度に適用す
る場合の租税及印紙収入 577,140

（２）	 税制改正による増△減収
見込額 △ 20

イ	 個人所得課税 70

ロ　法人課税 △ 30

　		（内国税計 40）

ハ　関税 △ 60

（３）	 29 年度予算額（１）＋（２） 577,120

2　そ の 他 収 入 53,729

3　公 　 債 　 金 343,698

合　　　　　計 974,547

４	 分野別の概要

（	1	）	 税　制　改　正

	 	 29 年度税制改正においては、日本経済の

成長力の底上げのため、就業調整を意識しな

くて済むよう配偶者控除等の見直しを行うと

ともに、経済の好循環を促す観点から研究開

発税制や所得拡大促進税制の見直し等を行

う。

	 	 あわせて、酒類間の税負担の公平性を回復

する等の観点から酒税改革を行うとともに、

日本企業の海外展開を阻害することなく、国

際的な租税回避に効果的に対応するため、外

国子会社合算税制を見直す。このほか、災害

に関する特例の整備等を行う。

（	2	）	 社　会　保　障

	 	 社会保障関係予算については、持続可能な

社会保障制度を構築する観点等から、「改革

工程表」において 28 年末までに結論を得るこ

ととされていた改革項目を中心に、負担能力

に応じた公平な負担、給付の適正化などの観

点から、医療・介護制度改革を着実に実行し

たほか、協会けんぽ国庫補助特例減額措置等

を実施した。また、「一億総活躍社会」の実現

に向けて、「希望出生率 1.8」・「介護離職ゼロ」

の目標実現のため、保育士等、介護人材・障

害福祉人材の処遇改善を実施したほか、保育・

介護の受け皿整備等を着実に推進した。さら

に、「持続可能な社会保障制度の確立を図る

ための改革の推進に関する法律」（平 25 法

112）に基づく重点化・効率化策等により財源

を確保し、保育の受け皿拡大、年金受給資格

期間の短縮、国民健康保険への財政支援の拡

充等の社会保障の充実を推進しており、「経

済・財政再生計画」の目安に沿って社会保障

関係費の伸びを抑制しつつ、メリハリの効い

た社会保障関係予算としている。

	 	 これらの結果、29 年度の社会保障関係費

は、28 年度当初予算額に対して 4,997 億円

（1.6％）増の 324,735 億円を計上している。

	 	 このうち、まず、年金については、29 年 8

月から年金受給資格期間の 25 年から 10 年へ

の短縮を実施するとともに、昨年度に引き続

き、遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う

こととしている。

	 	 医療については、改革工程表等を踏まえ、

高額療養費制度、後期高齢者の保険料軽減特

例、入院時の光熱水費相当額の見直しを行う

こととしている。また、高額薬剤（オプジーボ）

の薬価引下げを 29 年 2 月に行うこととして

いる。一方、医療保険制度改革の一環として

国民健康保険への財政支援の拡充等を行うと

ともに、医療サービスの提供体制改革の一環

として、「地域における医療及び介護の総合

的な確保の促進に関する法律」（平元法 64）に

基づき、地域医療介護総合確保基金（医療分）

を引き続き措置することとしている。

	 	 介護については、高額介護サービス費の見



4(　　)

直しや介護納付金の総報酬割の導入を行うこ

ととしている。また、「一億総活躍社会」の実

現に向けた「介護離職ゼロ」の目標に資する施

策として、介護人材の処遇改善を行うととも

に、地域医療介護総合確保基金（介護分）を活

用し、介護施設の整備や介護人材の確保等を

推進することとしている。

	 	 少子化対策については、「一億総活躍社会」

の実現に向けた「希望出生率 1.8」の目標に資

する施策として、保育士等の処遇改善を行う

とともに、子ども・子育て支援新制度におけ

る教育・保育の量及び質の充実や社会的養護

の充実等を行うこととしている。

	 	 生活保護については、引き続き、頻回受診

等に係る適正受診指導の徹底や後発医薬品の

使用促進等により、医療扶助の適正化を推進

することとしている。

	 	 障害保健福祉施策については、介護人材と

同様に障害福祉人材の処遇改善を行うととも

に、障害福祉サービスや地域生活支援事業等

を着実に実施することとしている。

	 	 雇用政策については、経済対策を踏まえ、

29 年度から 31 年度までの 3年間に限り、雇

用保険料や雇用保険国庫負担の引下げを行う

とともに、育児休業給付の延長や教育訓練給

付の拡充等を行うこととしている。また、「働

き方改革」を実現するため、労働生産性の向

上に向けた支援や、同一労働・同一賃金など

非正規雇用労働者の待遇改善に向けた支援、

長時間労働の是正等に資する施策を推進する

こととしている。

（	3	）	 文教及び科学技術

	 	 文教及び科学技術の振興については、教育

環境整備や科学技術基盤の強化等の観点から

53,567億円（28年度当初予算比13億円、0.0％

減）を計上している。

	 	 このうち文教予算については、まず、義務

教育費国庫負担金において、少子化や学校統

廃合の進展等を見込み、4,150 人の既存定数

の縮減を図る一方、政策的に措置される加配

定数のうち、児童生徒数等に連動する部分を

基礎定数化することに伴い 473 人の定数増を

行うほか、学校現場が抱える諸課題への対応

として、小学校における専科指導の充実等へ

の対応のため 395 人の定数増を行うこととし

ている。また、「チーム学校」等の取組を推進

し、スクールカウンセラーや地域のボラン

ティア等の人材を学校運営に活用することと

している。

	 	 高等教育施策については、国立大学の教育

研究基盤の安定のために、国立大学法人運営

費交付金等について前年度同程度の水準を確

保する中で、メリハリのある配分を実施する

とともに、運営費交付金の一部の財源を活用

して、組織改革のイニシャルコスト等を機動

的・重点的に支援する補助金を新設すること

としている。また、私立大学については、積

極的に教育研究改革、経営改革に取り組む大

学等に対し重点的に支援を行うこととしてい

る。

	 	 奨学金関連施策については、経済対策を踏

まえ、無利子奨学金における残存適格者（2.4

万人）の解消及び低所得世帯の子供に係る成

績基準の実質的撤廃を行うとともに、新たに

給付型奨学金制度を創設し、低所得世帯の子

供の進学後押しに取り組むこととしている。

	 	 科学技術振興費については、民間投資を引

き出し、官民一体となってイノベーションの

創出を図り、日本経済の成長力を高めるよう

な研究開発を重点的に推進することとしてお

り、13,045億円（28年度当初予算比116億円、

0.9％増）を計上している。

（	4	）	 社会資本の整備

	 	 公共事業関係費については、豪雨・台風災

害等を踏まえた防災・減災対策や既存インフ

ラの老朽化対策の計画的な推進、民間投資を

誘発し、日本の成長力を高める事業などへの

重点化・効率化を図りつつ、真に必要な社会

資本整備等に取り組むこととしている。	

	 	 具体的には、防災・減災、老朽化対策とし	

て、甚大な水害・土砂災害が発生した地域の

再度災害防止対策、地方公共団体の防災・減

災対策等を支援する防災・安全交付金、国が

管理する基幹的な社会資本の老朽化対策など



5(　　)

に重点化を行うとともに、民間投資の誘発、

成長力の強化等の観点から、三大都市圏環状

道路など効率的な物流ネットワークの強化や

国際コンテナ戦略港湾の機能強化などに重点

化を図っている。

	 	 これらの結果、29 年度の公共事業関係費	

は、28 年度当初予算額に対して 26 億円	

(0.0％)増の 59,763 億円を計上している。

	 	 このほか、東日本大震災からの復興への取

組については、復興進度に応じた災害復旧等

事業費の追加や、被災地の復興に向けたまち

づくりの支援等を実施することとしており、

29 年度においては、東日本大震災復興特別

会計に公共事業関係費 6,774 億円を計上して

いる。

（	5	）	 経　済　協　力

	 	 一般会計ＯＤＡ予算については、ＯＤＡ事

業量の確保に配慮しつつ、経費の見直しを行

い、予算の重点化等のメリハリ付けを図るこ

ととし、5,527億円（28年度当初予算比8億円、

0.1％増）を計上している。

	 	 例えば、①平和構築・平和維持、難民等支

援、中庸・穏健主義への支援、②保健、女性、

教育分野での国際協力といったグローバルな

課題への対応等に貢献していくために必要な

経費を計上している。無償資金協力について

は、1,631 億円を計上し、技術協力（独立行政

法人国際協力機構）については、1,505 億円を

計上している。

（注）	 経済協力費の一部、例えば国際連合分担金

は、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の開発援助

委員会（ＤＡＣ）の規定により、分担金の一定

割合部分のみがＯＤＡと定義されているため、

経済協力費の全額がＯＤＡ予算となるわけで

はない。一方、経済協力費以外の主要経費の

うち、上記の規定によりＯＤＡと定義される

部分があり、一般会計ＯＤＡ予算は、これを

加えたものとなっている。

（	6	）	 防衛力の整備

	 	 防衛関係費については、25 年 12 月 17 日

の国家安全保障会議及び閣議において決定さ

れた「平成 26 年度以降に係る防衛計画の大綱

について」及び「中期防衛力整備計画（平成 26

年度～平成 30 年度）について」等を踏まえ、

警戒監視能力の強化や島嶼部における防衛態

勢の強化等を図るため、調達改革等を通じ、

一層の効率化・合理化を徹底しつつ、28 年

度当初予算額に対して 710 億円（1.4％）増の

51,251 億円を計上している。

	 	 なお、沖縄に関する特別行動委員会（ＳＡ

ＣＯ）最終報告に盛り込まれた措置を実施す

るために必要な経費（以下「ＳＡＣＯ関係経

費」という。）は 28 億円、「在日米軍の兵力構

成見直し等に関する政府の取組について」（18

年 5 月 30 日閣議決定）及び「平成 22 年 5 月

28 日に日米安全保障協議委員会において承

認された事項に関する当面の政府の取組につ

いて」（22 年 5 月 28 日閣議決定）に基づく再

編関連措置のうち地元の負担軽減に資する措

置を実施するために必要な経費（以下「米軍再

編関係経費（地元負担軽減に資する措置）」と

いう。）は 2,011 億円、政府専用機の取得経費

は 216 億円であり、これらを総額から除いた

防衛関係費は、28 年度当初予算額に対して

389	億円（0.8％）増の 48,996 億円となる。

（	7	）	 中小企業対策

	 	 中小企業対策費については、中小企業・小

規模事業者への経営支援の強化に資金の重点

的な配分を図るとともに、資金繰り対策に万

全を期している。一方、景気回復を反映して

信用保証制度に関連した日本政策金融公庫へ

の出資金が減少した結果、28 年度当初予算

額に対して 14 億円（0.8％）減の 1,810 億円を

計上している。

	 	 具体的には、後継者問題に対応するための

「事業引継ぎ支援センター」や様々な経営課題

に対応するための「よろず支援拠点」の体制強

化、下請取引の適正化等に取り組むこととし

ている。

	 	 資金繰り対策については、公的信用補完の

基盤強化に必要な株式会社日本政策金融公庫

に対する出資金及び資金供給業務円滑化に必

要な同公庫に対する補給金等を確保するとと

もに、信用保証に係る全国信用保証協会連合
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会への補助金等を計上している。

（	8	）	 エネルギー対策

	 	 エネルギー対策については、「長期エネル

ギー需給見通し（エネルギーミックス）」（27

年 7 月 16 日経済産業省）の実現に向けて、徹

底した省エネルギーの推進や再生可能エネル

ギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立

に向けた取組をはじめ、エネルギーの安定供

給の確保や安全かつ安定的な電力供給の確保

等についても取り組むこととしている。

	 	 具体的には、再生可能エネルギーや省エネ

ルギーに資する技術の開発・設備等の導入、

石油・天然ガス等の資源の探鉱・開発、石油

備蓄の維持、石油の生産・流通合理化、原子

力防災体制の整備等を推進することとしてい

る。

	 	 また、「原子力災害からの福島復興の加速

のための基本指針について」（28 年 12 月 20

日閣議決定）を踏まえ、原子力損害賠償・廃

炉等支援機構に交付する交付国債の発行限度

額の引上げを行うとともに、中間貯蔵施設費

用相当分について同機構に資金交付を行うこ

ととしている。さらに、交付国債の発行限度

額の引上げにあわせて、償還された交付国債

に係る金利負担に対応するため、原子力損害

賠償支援資金への繰入れを行うこととしてい

る。

	 	 これらの施策を実施するため、一般会計の

エネルギー対策費として、28 年度当初予算

額に対して 327 億円（3.5％）増の 9,635 億円

を計上している。

（	9	）	 農 林 水 産 業

	 	 農林水産関係予算については、農林水産業

の成長産業化等を図るため、	28 年 11 月 29

日に農林水産業・地域の活力創造本部におい

て改訂された「農林水産業・地域の活力創造

プラン」に沿って、輸出力の強化や農業基盤

整備の充実等に取り組むこととしている。	

	 	 具体的には、輸出力の強化については、ジャ

パン・ブランドの確立、輸出先国の規制に対

応した生産方法を確立するための技術指導等

への支援を行うこととしている。	

	 	 経営力・人材力の強化については、次世代

を担う農業者の育成・確保を図るため、就農

前の研修期間の生活安定及び就農直後の経営

確立に資する資金の交付並びに法人が新規就

農者に対して実施する実践研修等に対する支

援を行うとともに、農業経営塾の開講支援を

行うこととしている。

	 	 農地中間管理機構を通じた担い手への農地

集積・集約化については、農地の出し手に対

する協力金の交付等により支援することとし

ている。	

	 	 農業の経営所得安定対策等については、収

入減少影響緩和対策等により担い手の農業経

営の安定を図るとともに、水田活用の直接支

払交付金の交付により水田における麦、大	

豆、飼料用米等の本作化を推進することとし

ている。

	 	 農林水産業の基盤整備については、生産コ

スト削減のための農地の大区画化や高収益作

物への営農転換等を支援することとしている。

	 	 林野関係については、林業の成長産業化や

森林吸収源対策のため、新たな木材需要の創

出や森林施業の集約化、間伐・路網整備・再

造林等の森林整備、荒廃山地の復旧対策等を

推進するとともに、現場技能者等の人材の育

成の取組等を支援することとしている。	

	 	 水産関係については、水産日本の復活に向

け、資源管理の高度化や漁船漁業の構造改	

革、新規就業者等の担い手の育成・確保を推

進するとともに、水産物の消費・輸出拡大を

図るための加工・流通・輸出対策等を実施す

ることとしている。

（10）	 治　安　対　策

	 	 29 年度の治安対策については、安全・安

心と持続可能な基盤を確保するための施策と

して、テロ対策、大規模災害対策、サイバー

空間の脅威への対処、客観証拠重視の捜査の

ための基盤整備、組織犯罪対策、警察基盤の

充実強化を図るとともに、再犯防止対策を進

めることとしている。

	 	 テロ対策としては、国内外における情報収

集・分析、警戒警備、テロの未然防止及びテ
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ロへの対処体制の強化等に必要な資機材の整

備等を行うこととしている。大規模災害対策

としては、危機管理体制の強化に向けて、災

害警備用資機材の整備等を行うこととしてい

る。サイバー空間の脅威への対処については、

サイバー犯罪、サイバー攻撃に対処する捜査

員及び情報技術の解析に従事する職員の能力

の更なる向上を図ることとしている。また、

犯罪の高度化・複雑化、裁判員制度の導入等

により犯罪の立証における客観証拠の重要性

が高まっていることから、ＤＮＡ型鑑定の一

層の推進や、検視、司法解剖等の充実を図る

こととしている。そのほか、総合的な暴力団

対策を強化するため、暴力団犯罪における客

観的証拠収集力の強化に必要な資機材の整備

等を行うこととしている。警察基盤の充実強

化については、人的基盤の充実強化の観点か

ら、治安関係職員を増員することとしており、

具体的には、地方警察官を 886 人増員するこ

ととしている。また、警察用車両及び装備資

機材の整備として 37 億円、警察署・警察学

校等の警察施設の整備として 176 億円を計上

している。

	 	 再犯防止対策の推進に必要な経費として

は、361 億円を計上している。具体的には、

刑務所出所者等の就労支援対策を強化するた

め、施設内処遇として、介護等の雇用ニーズ

の高い職種における職業訓練の拡大等を行う

とともに、社会内処遇として、更生保護施設

の受入れ及び処遇機能の強化のため、補導職

員の増配置等に要する経費を計上するほか、

保護司活動の基盤強化のため、更生保護サ

ポートセンターの増設を行う。また、刑務所

出所者等就労奨励金制度をより効果的に運用

することや矯正施設等の整備を着実に進める

こともあわせて再犯防止対策を推進する。

	 	 このほか、尖閣領海警備など海上保安体制

の強化を推進するため、大型巡視船の整備、

海洋監視体制や海洋調査体制の強化を行うと

ともに、全国における対応として既存巡視船

艇の代替整備を進めるなど、我が国の領土・

領海を堅守するため、海上保安庁予算として

2,106 億円を計上している。

（11）	 地　方　財　政

	 	 29 年度の地方財政については、「経済財政

運営と改革の基本方針 2015」（27年 6月 30日

閣議決定）を踏まえ、国の一般歳出の取組と

基調を合わせつつ、地方の安定的な財政運営

に必要となる一般財源は、30 年度までにお

いて、27 年度の水準を下回らないよう実質

同水準を確保することとしている。

	 	 その際、歳出面では、地方における現下の

喫緊の重点課題に対応するための当面の措置

として「重点課題対応分」2,500 億円、老朽化

対策をはじめ、公共施設等の適正管理を積極

的に推進するため、「公共施設等適正管理推

進事業費（仮称）」として 3,500 億円を計上す

る一方、28 年度の「地域経済基盤強化・雇用

等対策費」4,450 億円を 1,950 億円に縮減する

など歳出の抑制を図っている。また、「まち・

ひと・しごと創生事業費」は引き続き 10,000

億円を計上することとしている。

	 	 地方特例交付金については、個人住民税に

おける住宅借入金等特別控除による減収額を

補塡することとして 1,328 億円を計上してい

る。

	 	 以上の結果、一般会計から交付税及び譲与

税配付金特別会計に繰り入れる地方交付税交

付金は、28年度当初予算額に対して 2,765 億

円（1.8％）増の 154,343 億円、地方交付税交付

金と地方特例交付金を合わせた地方交付税交

付金等は、28 年度当初予算額に対して 2,860

億円（1.9％）増の155,671億円となっている。

	 	 また、同特別会計から地方団体に交付され

る地方交付税交付金は、28 年度当初予算額

に対して 3,705 億円（2.2％）減の 163,298 億

円となっている。

（12）	 公務員人件費

	 	 国家公務員の人件費については、28 年人

事院勧告を踏まえた給与改定を行う一方、	

「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（27年

6 月 30 日閣議決定）に盛り込まれた「経済・

財政再生計画」にあるとおり、給与制度の総

合的見直し等を着実に推進することにより、
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人件費総額の増加の抑制を図ることとしてい

る。

	 	 また、行政機関の定員については、内閣の

重要政策に係るものに重点的に増員を措置し

て必要な体制を整備することとし、復興関連

などの臨時的な重要課題に対応するための時

限増員（454 人）等を除き、行政機関全体で

650 人の純減を確保することとしている。な

お、国家公務員の仕事と育児の両立支援等の

ための取組として、産前・産後休暇等の取得

実態に応じ、各府省に別枠で定員を措置（地

方支分部局等に148人）することとしている。

	 	 その結果、29 年度予算における国家公務

員の人件費は、一般会計及び特別会計の純計

で、52,055億円（28年度当初予算比117億円、

0.2％増）となっている。

	 	 地方については、国家公務員における給与

制度の総合的見直しを踏まえた適切な見直し

や定員純減等により、29	年度においても引

き続き給与関係経費の抑制を図ることとして

いる。

（13）	 東日本大震災からの復興

	 	 東日本大震災からの復興については、29

年度も引き続き、被災地の抱える課題の解決

に直結する取組を着実に実施するとともに、

復興のステージの進展に応じて生じる新たな

課題に迅速かつ適切に対応することとしてお

り、被災者支援や住宅再建・復興まちづくり、

産業・生業（なりわい）の再生、原子力災害か

らの復興・再生などのための経費 26,896 億

円を東日本大震災復興特別会計に計上してい

る。

（14）	 特　別　会　計

	 	 28 年度においては、「貿易保険法及び特別

会計に関する法律の一部を改正する法律」（平

27 法 59）に基づき、貿易再保険特別会計を廃

止することとしている。その結果、29 年度

においては、特別会計の数は13となっている。

	 	 なお、特別会計の歳出総額から重複計上分

等並びに国債償還、社会保障給付及び地方財

政対策等を控除した額は、78,779 億円となっ

ており、さらに、東日本大震災からの復興に

関する事業に係る経費を除いた額は、28 年

度当初予算額に対して 1,053 億円（2％）減の

56,126 億円となっている。

（15）	 決算等の反映

	 	 決算及び決算検査報告等の予算への反映に

ついては、これまでも、積極的に取り組んで

きているところであり、29 年度予算におい

ても会計検査院の指摘や決算に関する国会の

議決等を踏まえ、個別の事務・事業ごとに必

要性や効率性を洗い直し、その結果を的確に

反映している。

	 	 また、28 年度予算執行調査については、

52 件の調査を実施し、	その調査結果を踏ま

え、事業等の必要性、有効性及び効率性につ

いて検証を行い、29 年度予算に的確に反映

している。

	 	 さらに、各府省の政策評価に示された達成

すべき目標、目標を達成するための手段、ど

の程度目標が達成されたかに関する事後評価

等を精査の上、各事業の必要性、効率性又は

有効性の観点等について検証を行い、政策評

価の結果を予算編成過程の中で適切に活用し

ている。
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Ⅰ　一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算
1　歳 入 予 算 対 前 年 度 比 較 表

（単位　千円）

区 分 29年度予算額
28 　年　度　予　算　額 比　較　増　△　減

当　　　　初 補正（第2号）後 当　　　　初 補正（第2号）後

租 税 及 印 紙 収 入 57,712,000,000 57,604,000,000 57,604,000,000 108,000,000 108,000,000

官業益金及官業収入 43,846,167 44,653,935 44,653,935	 △	 807,768	 △	 807,768

政 府 資 産 整 理 収 入 254,079,148 304,924,170 317,424,170	 △	 50,845,022	 △	 63,345,022

雑 収 入 5,019,406,632 4,291,245,501 4,563,143,341 728,161,131 456,263,291

公 債 金 34,369,800,000 34,432,000,000 37,182,000,000	 △	 62,200,000	 △	2,812,200,000

前 年 度 剰 余 金 受 入 55,577,463 45,017,448 297,490,032 10,560,015	 △	 241,912,569

計 97,454,709,410 96,721,841,054 100,008,711,478 732,868,356	 △	2,554,002,068

2　歳出予算主要経費別対前年度比較表

（単位　千円）

事 項 29年度予算額
28 　年　度　予　算　額 比　較　増　△　減

当　　　　初 補正（第2号）後 当　　　　初 補正（第2号）後

社 会 保 障 関 係 費

1	 年 金 給 付 費 11,483,088,100 11,312,993,792 11,312,993,792 170,094,308 170,094,308

2	 医 療 給 付 費 11,501,034,620 11,273,896,276 11,273,896,276 227,138,344 227,138,344

3	 介 護 給 付 費 3,012,980,390 2,932,322,735 2,932,322,735 80,657,655 80,657,655

4	 少 子 化 対 策 費 2,114,874,155 2,024,062,125 2,024,062,125 90,812,030 90,812,030

5	 	生活扶助等社会福
祉費 4,020,514,784 4,008,045,275 4,483,919,384 12,469,509	 △	 463,404,600

6	 保健衛生対策費 304,219,655 286,475,948 335,525,156 17,743,707	 △	 31,305,501

7	 雇用労災対策費 36,771,020 135,986,402 135,986,402	 △	 99,215,382	 △	 99,215,382

計 32,473,482,724 31,973,782,553 32,498,705,870 499,700,171	 △	 25,223,146

文教及び科学振興費

1	 	義務教育費国庫負
担金 1,524,829,000 1,527,058,000 1,527,058,000	 △	 2,229,000	 △	 2,229,000

2	 科学技術振興費 1,304,506,688 1,292,953,419 1,517,045,802 11,553,269	 △	 212,539,114

3	 文 教 施 設 費 78,790,501 80,663,432 240,939,669	 △	 1,872,931	 △	 162,149,168

4	 教育振興助成費 2,331,469,710 2,344,170,393 2,442,831,934	 △	 12,700,683	 △	 111,362,224

5	 育 英 事 業 費 117,096,651 113,181,489 115,983,140 3,915,162 1,113,511

計 5,356,692,550 5,358,026,733 5,843,858,545	 △	 1,334,183	 △	 487,165,995

国 債 費 23,528,489,636 23,612,123,899 22,543,867,319	 △	 83,634,263 984,622,317

恩 給 関 係 費

1	 文 官 等 恩 給 費 9,669,531 10,976,921 10,976,921	 △	 1,307,390	 △	 1,307,390

2	 	旧軍人遺族等恩給
費 270,479,177 314,399,537 314,399,537	 △	 43,920,360	 △	 43,920,360

3	 恩給支給事務費 1,132,926 1,250,645 1,250,645	 △	 117,719	 △	 117,719

4	 	遺族及び留守家族
等援護費 13,382,898 15,439,673 15,439,673	 △	 2,056,775	 △	 2,056,775

計 294,664,532 342,066,776 342,066,776	 △	 47,402,244	 △	 47,402,244

地 方 交 付 税 交 付 金 15,434,303,800 15,157,774,500 15,208,774,500 276,529,300 225,529,300

地 方 特 例 交 付 金 132,800,000 123,300,000 123,300,000 9,500,000 9,500,000
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（単位　千円）

事 項 29年度予算額
28 　年　度　予　算　額 比　較　増　△　減

当　　　　初 補正（第2号）後 当　　　　初 補正（第2号）後

防 衛 関 係 費 5,125,148,368 5,054,149,172 5,075,896,957 70,999,196 49,251,411

公 共 事 業 関 係 費

1	 	治山治水対策事業
費 844,371,000 844,057,000 951,467,000	 	 314,000	 △	 107,096,000

2	 道路整備事業費 1,341,227,000 1,334,555,000 1,549,993,000 6,672,000	 △	 208,766,000

3	 	港湾空港鉄道等整
備事業費 421,097,000 420,971,000 489,805,000 126,000	 △	 68,708,000

4	 	住宅都市環境整備
事業費 533,018,000 537,469,000 606,354,000	 △	 4,451,000	 △	 73,336,000

5	 	公園水道廃棄物処
理等施設整備費 102,626,000 108,106,000 198,094,000	 △	 5,480,000	 △	 95,468,000

6	 	農林水産基盤整備
事業費 600,367,000 593,147,000 798,097,000 7,220,000	 △	 197,730,000

7	 	社会資本総合整備
事業費 1,999,694,000 1,998,566,000 2,411,251,000 1,128,000	 △	 411,557,000

8	 推 進 費 等 60,846,000 63,753,000 66,773,000	 △	 2,907,000	 △	 5,927,000

小　　　　計 5,903,246,000 5,900,624,000 7,071,834,000 2,622,000	 △	1,168,588,000

9	 災害復旧等事業費 73,079,000 73,079,000 370,994,000 ―	 △	 297,915,000

計 5,976,325,000 5,973,703,000 7,442,828,000 2,622,000	 △	1,466,503,000

経 済 協 力 費 511,018,417 516,131,546 621,531,881	 △	 5,113,129	 △	 110,513,464

中 小 企 業 対 策 費 181,041,023 182,483,879 447,639,320	 △	 1,442,856	 △	 266,598,297

エ ネ ル ギ ー 対 策 費 963,474,032 930,786,799 971,122,915 32,687,233	 △	 7,648,883

食料安定供給関係費 1,017,438,878 1,028,214,924 1,266,675,258	 △	 10,776,046	 △	 249,236,380

そ の 他 の 事 項 経 費 6,109,830,450 6,119,297,273 6,982,444,137	 △	 9,466,823	 △	 872,613,687

皇 室 費 6,217,637 6,099,554 6,481,145 118,083	 △	 263,508

国 会 139,357,864 137,579,696 137,579,696 1,778,168 1,778,168

裁 判 所 317,702,810 315,300,114 319,798,736 2,402,696	 △	 2,095,926

会 計 検 査 院 17,271,415 16,826,708 16,895,744 444,707 375,671

内 閣 109,203,373 115,231,340 136,325,253	 △	 6,027,967	 △	 27,121,880	

内 閣 府 719,227,383 727,820,708 953,022,740	 △	 8,593,325	 △	 233,795,357

総 務 省 284,578,769 344,198,223 370,497,141	 △	 59,619,454	 △	 85,918,372

法 務 省 750,388,317 742,017,106 768,062,111 8,371,211	 △	 17,673,794

外 務 省 295,250,914 310,223,287 318,556,897	 △	 14,972,373	 △	 23,305,983

財 務 省 1,646,654,238 1,583,419,649 1,844,820,934 63,234,589	 △	 198,166,696

文 部 科 学 省 223,718,607 228,682,995 238,051,340	 △	 4,964,388	 △	 14,332,733

厚 生 労 働 省 341,510,452 345,823,010 347,279,493	 △	 4,312,558	 △	 5,769,041

農 林 水 産 省 386,547,085 385,296,994 421,786,660	 1,250,091	 △	 35,239,575

経 済 産 業 省 121,795,595 120,293,216 207,997,856 1,502,379	 △	 86,202,261

国 土 交 通 省 661,672,065 658,068,278 797,227,342	 	 3,603,787	 △	 135,555,277

環 境 省 88,733,926 82,416,395 98,061,049 6,317,531	 △	 9,327,123

熊本地震復旧等予備費 ― ― 290,000,000 ―	 △	 290,000,000

予 備 費 350,000,000 350,000,000 350,000,000 ― ―

合 計 97,454,709,410 96,721,841,054 100,008,711,478 732,868,356	 △	2,554,002,068

（注）		28 年度予算額は、29年度予算額との比較対照のため、組替えをしてある。
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Ⅱ　特 別 会 計 歳 入 歳 出 予 算

（単位　千円）

会 計 名
29 年度予算額 28 年度予算額 比 較 増 △ 減

歳　　　入 歳　　　出　 歳　　　入 歳　　　出 歳　　　入 歳　　　出

交付税及び譲与税配
付金 52,222,380,911 52,081,672,325

（52,850,861,879）
52,918,400,197

（51,382,435,663）
51,449,973,981

（△	 628,480,968）
	 △ 	 696,019,286

（699,236,662）
	 	 631,698,344

地 震 再 保 険 179,525,859 179,525,859 152,994,483 152,994,483 26,531,376 26,531,376

国 債 整 理 基 金 196,641,565,107 196,641,565,107
（201,539,966,319）
200,234,942,519

（201,539,966,319）
200,234,942,519

（△	4,898,401,212）
	 △ 	 3,593,377,412

（△	 4,898,401,212）
	 △ 	 3,593,377,412

外 国 為 替 資 金 2,528,274,654 914,522,801 2,638,023,483 1,190,654,069	 △ 	 109,748,829	 △ 	 276,131,268

財 政 投 融 資

財政融資資金勘定 27,080,312,785 26,961,172,358
（37,717,317,426）
40,693,873,302

（37,559,819,957）
40,478,880,395

（△10,637,004,641）
	 △ 	13,613,560,517

（△10,598,647,599）
	 △ 	13,517,708,037

投 資 勘 定 834,779,006 834,779,006
（775,794,287）
1,169,636,342

（775,794,287）
1,169,636,342

（58,984,719）
	 △ 	 334,857,336

（58,984,719）
	 △ 	 334,857,336

特定国有財産整備
勘定 43,198,276 28,838,292 67,260,762 60,911,869	 △ 	 24,062,486	 △ 	 32,073,577

エ ネ ル ギ ー 対 策

エネルギー需給勘
定 2,338,024,553 2,338,024,553

（2,439,349,398）
2,479,685,514

（2,439,349,398）
2,479,685,514

（△ 	 101,324,845）
	 △ 	 141,660,961

（△ 	 101,324,845）
	 △ 	 141,660,961

電源開発促進勘定 345,345,906 345,345,906 345,583,591 345,583,591	 △ 	 237,685	 △ 	 237,685

原子力損害賠償支
援勘定 12,641,918,620 12,641,918,620 8,372,362,926 8,372,362,926	 	 4,269,555,694	 	 4,269,555,694

労 働 保 険

労 災 勘 定 1,212,300,586 1,061,026,852
（1,216,344,970）
1,219,374,435

（1,057,536,998）
1,057,977,393

（△ 	 4,044,384）
	 △ 	 7,073,849

（3,489,854）
	 	 3,049,459

雇 用 勘 定 2,485,824,434 2,485,824,434 2,469,746,255
（2,469,746,255）
2,469,746,255	 	 16,078,179

（16,078,179）
	 	 16,078,179

徴 収 勘 定 2,548,235,122 2,548,235,122 2,838,758,616 2,838,758,616	 △ 	 290,523,494	 △ 	 290,523,494

年 金

基 礎 年 金 勘 定 24,564,528,500 24,564,528,500 24,090,453,656 24,090,453,656 474,074,844 474,074,844

国 民 年 金 勘 定 4,248,450,793 4,248,450,793 4,459,998,256 4,459,998,256	 △ 	 211,547,463	 △ 	 211,547,463

厚 生 年 金 勘 定 47,361,663,022 47,361,663,022 46,699,214,074 46,699,214,074 662,448,948 662,448,948

健 康 勘 定 11,272,287,861 11,272,287,861 10,663,202,621 10,663,202,621 609,085,240 609,085,240

子ども・子育て支
援勘定 1,661,133,040 1,661,133,040 1,614,348,744 1,614,348,744 46,784,296 46,784,296

業 務 勘 定 380,404,423 380,404,423 378,625,363 378,625,363	 	 1,779,060	 	 1,779,060

食 料 安 定 供 給

農業経営安定勘定 269,797,872 269,797,872 270,278,594 270,278,594	 △ 	 480,722	 △ 	 480,722

食 糧 管 理 勘 定 839,200,793 839,200,793 956,619,336 956,619,336	 △ 	 117,418,543	 △ 	 117,418,543

農業共済再保険勘
定 92,596,848 83,958,278 90,205,814 81,312,935 2,391,034 2,645,343

漁船再保険勘定 9,877,133 8,560,264 10,110,969 8,502,798	 △ 	 233,836 57,466

漁業共済保険勘定 10,493,424 8,975,233 11,680,333 8,979,938	 △ 	 1,186,909	 △ 	 4,705

業 務 勘 定 16,173,332 16,173,332 13,845,693 13,845,693 2,327,639 2,327,639

国営土地改良事業
勘定 28,454,789 28,454,789 31,980,116 31,980,116	 △ 	 3,525,327	 △ 	 3,525,327

国有林野事業債務管
理 343,753,720 343,753,720 330,731,933 330,731,933	 	 13,021,787	 	 13,021,787

特 許 284,324,851 147,243,322 297,202,637 144,643,271	 △ 	 12,877,786 2,600,051

自 動 車 安 全

保 障 勘 定 60,682,208 3,568,559 60,182,508 4,689,763	 	 499,700	 △ 	 1,121,204
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（単位　千円）

会 計 名
29 年度予算額 28 年度予算額 比 較 増 △ 減

歳　　　入 歳　　　出　 歳　　　入 歳　　　出 歳　　　入 歳　　　出

自動車検査登録勘
定 46,436,565 36,229,712

（50,385,924）
50,435,783

（39,372,250）
39,422,109

（△ 	 3,949,359）
	 △ 	 3,999,218

（△ 	 3,142,538）
	 △ 	 3,192,397

自動車事故対策勘
定 12,656,578 12,656,578

（13,213,776）
13,462,226

（13,213,776）
13,462,226

（△ 	 557,198）
	 △ 	 805,648

（△ 	 557,198）
	 △ 	 805,648

空 港 整 備 勘 定 389,906,809 389,906,809
（385,383,397）
400,595,314

（385,383,397）
400,595,314

（4,523,412）
	 △ 	 10,688,505

（4,523,412）
	 △ 	 10,688,505

東日本大震災復興 2,689,563,011 2,689,563,011
（3,246,893,877）
3,568,532,250

（3,246,893,877）
3,568,532,250

（△ 	 557,330,866）
	 △ 	 878,969,239

（△ 	 557,330,866）
	 △ 	 878,969,239

（注）		貿易再保険特別会計については、28年度末をもって廃止されることから、上記には記載していない。
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Ⅲ　政府関係機関収入支出予算

（単位　千円）

機 関 別
29 年 度 予 算 額 28年 度 予 算 額 比 較 増 △ 減

収　　　入 支　　　出 収　　　入 支　　　出 収　　　入 支　　　出

沖縄振興開発金融公
庫 14,981,463 12,221,034 17,027,390 13,464,167	 △	 2,045,927	 △	 1,243,133

株式会社日本政策金
融公庫

国民一般向け業務 160,971,372 95,282,471 171,602,819 106,839,354	 △	 10,631,447	 △	 11,556,883

農林水産業者向け
業務 51,250,400 45,749,138 56,432,231 50,733,302	 △	 5,181,831	 △	 4,984,164

中小企業者向け業
務 103,360,981 51,888,852 116,202,907 59,888,849	 △	 12,841,926	 △	 7,999,997

信用保険等業務 235,701,621 571,488,634 266,378,857 723,204,991	 △	 30,677,236	 △	 151,716,357

危機対応円滑化業
務 33,984,144 122,704,901 50,177,566 152,531,349	 △	 16,193,422	 △	 29,826,448

特定事業等促進円
滑化業務 1,737,075 1,737,074 3,206,437 3,206,386	 △	 1,469,362	 △	 1,469,312

株式会社国際協力銀
行 845,768,703 818,508,531 858,331,466 838,534,847	 △	 12,562,763	 △	 20,026,316

独立行政法人国際協
力機構有償資金協力
部門

156,008,450 125,383,041 162,724,076 128,424,399	 △	 6,715,626	 △	 3,041,358

（注）	 1		 国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫については、20年 10 月 1日に解散し、その

業務は株式会社日本政策金融公庫が承継している。

	 2		 公営企業金融公庫については、20年 10 月 1日に解散し、その業務は地方公営企業等金融機構が承継して

	 	 いる。

	 3		 日本政策投資銀行については、20年 10 月 1日に解散し、その業務は株式会社日本政策投資銀行が承継し

ている。

	 4		 国際協力銀行については、20年 10 月 1日に解散し、同銀行のうち国際金融等業務は株式会社日本政策金

融公庫が、海外経済協力業務は、独立行政法人国際協力機構がそれぞれ承継している。


